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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年２月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 平成２８年６月２８日 ０３時５５分ごろ 

発生場所 島根県浜田市浜田港 

 浜田漁港西内防波堤灯台から真方位１８９°３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°５３.７′ 東経１３２°０３.５′） 

事故の概要  漁船１０３祐生
ゆうせい

丸は、入航中、消波ブロックに衝突した。 

 １０３祐生丸は、船首部外板に亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年７月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 １０３祐生丸、１９トン 

 ＳＮ２－２８８６（漁船登録番号）、祐生水産有限会社 

 ２６.５０ｍ×４.４４ｍ×１.９３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、８０９kＷ、平成２４年７月６日 

 第２９２－５０１０４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５４年６月１５日 

  免許証交付日 平成２８年２月９日 

         （平成３３年５月１５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首部外板に亀裂及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、浜田港北北西方沖での操

業を終え、船長が単独の船橋当直につき、約１８ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で浜田港に向けて自動操舵により南南東進

していた。 

 本船は、船長が浜田市馬島北方沖約１海里（Ｍ）付近で手動操舵に

切り換え、約１０knの速力として航行を続けた。 

 船長は、浜田港内に入って減速し、約７knの速力で、浜田漁港北防

波堤灯台（以下灯台については、「浜田漁港」を省略する。）の灯光を
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左舷船首方に見ながら入航中、これまで北防波堤の南側海域で出航船

と遭遇したことがあったので、北防波堤の西端を大きく離そうとして

左転を開始した。 

 本船は、船長が、北防波堤の南側海域の出航船、及び沖防波堤と西

沖防波堤との間の切り通し付近の入航船の有無をそれぞれ確認しなが

ら、北防波堤の西端を離して左転中、船首至近の消波ブロックに気付

いて機関を後進にかけたものの、平成２８年６月２８日０３時５５分

ごろ西内防波堤付近の消波ブロックに衝突した。 

 本船は、船長が甲板員の安全及び船内への浸水の有無を確認し、異

常がなかったので、浜田港の市場まで自力で航行した。 

 船長は、船舶所有者に本事故の発生を連絡した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船は、６隻で構成されるまき
．．

網船団の灯
ひ

船であった。 

 船長は、浜田港への出入港経験が豊富であった。 

 船長は、夜間、浜田港の北側から入航する際、これまで北防波堤灯

台との距離を目測により確認しながら左転していた。 

 甲板員は、右舷船尾部で防舷材の準備作業中、ふと前方を見たとこ

ろ、西内防波堤灯台の灯光が近くに見え、慌てて声を発して操舵室に

向かう途中で衝撃を感じた。 

 船長は、甲板員の声には気付いたものの、その内容を聞き取れなか

った。 

 船長は、西内防波堤灯台の灯光を確認したかどうか覚えていなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、浜田港に入航中、船長が、周囲の出入航船の有無を確認し

ていて左舷船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、西内

防波堤に向かう態勢で左転していることに気付かず、同防波堤付近の

消波ブロックに衝突したものと考えられる。 

 船長は、これまで北防波堤の南側海域で出航船と遭遇したことがあ

ったことから、周囲の出入航船の有無を確認していたものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、本船が、浜田港に入航中、船長が、周囲の出入航

船の有無を確認していて左舷船首方の見張りを適切に行っていなかっ

たため、西内防波堤に向かう態勢で左転していることに気付かず、同

防波堤付近の消波ブロックに衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・出入航する際は、周囲の防波堤等への接近状況を確認し、常時適

切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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